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令和３年 第３回 筑紫野市議会臨時会（４月） 

提出議案について 
  

令和３年第３回筑紫野市議会臨時会（会期：４月 21日）に次の議案を提案しましたので、

その内容をお知らせします。 
 

報告第 20号 
専決処分の承認について（筑紫野市固定資産評価審査委員会条例の一部

を改正する条例の制定について） 

地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分を行ったので、同条第３項の規定に

基づき報告し承認を求めるものです。 

内容は、令和３年度税制大綱の中で、地方税関係書類についての押印に関する規定の見

直しが行われたことに伴い、条例の一部を改正し、令和３年３月 30 日付で専決処分を行

ったものです。 

報告第 21号 
専決処分の承認について（筑紫野市税条例及び筑紫野市税条例の一部を改

正する条例の一部を改正する条例の制定について） 

地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分を行ったので、同条第３項の規定に

基づき報告し承認を求めるものです。 

内容は、地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、土地の固定資産税額の据え置

き、軽自動車税の軽減措置の延長、個人住民税の住宅ローン控除に係る入居期限の延長措

置を講ずるため、条例の一部を改正し、令和３年３月 31 日付で専決処分を行ったもので

す。 

報告第 22号 
専決処分の承認について（筑紫野市都市計画税条例の一部を改正する条例

の制定について） 

地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分を行ったので、同条第３項の規定に

基づき報告し承認を求めるものです。 

内容は、土地の都市計画税額の据え置き措置を講ずるため、条例の一部を改正し、令和

３年３月 31日付で専決処分を行ったものです。 

報告第 23号 専決処分の承認について（損害賠償の額を定めることについて） 

地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分を行ったので、同条第３項の規定に

基づき報告し承認を求めるものです。 

内容は、令和２年４月４日午後１時頃、筑紫野市総合公園の複合遊具「天拝の船」にお

いて発生した公園事故により相手方の左足脛を骨折させ、この事故に伴う損害賠償額につ

いて 1,967,491 円で示談協議が整いましたので、令和３年４月６日付で専決処分を行っ

たものです。 
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議案第 41号 令和３年度筑紫野市一般会計補正予算（第２号）について 

歳出予算の主な内容は、低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別

給付金支給事業を１億 7,910 万円の増額するものです。これに見合いの歳入予算として

は、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金を同額、増額するものです。 

このため、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億 7,910万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を 326億 1,006万９千円とするものです。 


